
準
備
く
だ
さ
い
。

　

設
置
す
る
に
は
農
地
で
な
い
事
な

ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
込
み
の
際
に
詳
し
く
説
明
い
た

し
ま
す
。

■
浄
化
槽
設
置
に
伴
う
排
水
設
備
工

事
の
補
助
金
も
あ
り
ま
す

　

今
年
度
は
市
設
置
型
浄
化
槽
を
推
進

す
る
た
め
、
浄
化
槽
設
置
に
伴
う
排
水

設
備
工
事
を
施
工
す
る
場
合
に
補
助
金

が
出
ま
す
。

　

排
水
設
備
工
事
の
指
定
工
事
店
が
安

芸
高
田
市
内
の
工
事
店
の
場
合
、
１
件

当
た
り
５
万
円
。
安
芸
高
田
市
外
の
工

事
店
の
場
合
、
１
件
当
た
り
３
万
円
の

補
助
金
が
出
る
制
度
で
す
。

　

他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申

込
み
の
際
に
詳
し
く
説
明
い
た
し
ま

す
。

市設置型浄化槽で家を水洗化してみませんか？
上下水道課 ☎ ４７－１２０４

■
市
設
置
型
浄
化
槽
と
は
？

（
浄
化
槽
市
町
村
整
備
事
業
）

　

分
担
金
22
万
円
を
納
付
し
て
い
た
だ

き
、
市
が
浄
化
槽
を
設
置
し
ま
す
。
た

だ
し
、
浄
化
槽
設
置
に
伴
う
ト
イ
レ
・

キ
ッ
チ
ン
・
風
呂
や
排
水
管
等
の
新
設
・

改
修
費
用
な
ど
は
個
人
負
担
と
な
り
ま

す
。

　

浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
は
市
が
浄
化

槽
を
管
理
し
、
使
用
料
を
徴
収
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

下
水
道
等
の
集
合
処
理
区
域
以
外

で
、
平
成
28
年
３
月
18
日
ま
で
に
５
人

～
12
人
槽
の
浄
化
槽
を
設
置
で
き
る

方
。

■
受
付
期
間

　

平
成
27
年
４
月
１
日
～

平
成
27
年
12
月
25
日

　

設
置
予
定
基
数
の
１
３
０
基
に
な
り

次
第
、
申
込
み
を
締
め
切
り
ま
す
。

■
受
付
場
所

　

市
設
置
型
浄
化
槽
は
上
下
水
道
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

な
お
、
申
込
み
の
際
は
認
印
と
地
籍

図
発
行
の
た
め
手
数
料
３
５
０
円
を
ご

「障害者総合支援法」の対象となる疾病が
３３２に拡大されました

社会福祉課 ☎ ４２－５６１５
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社会福祉課 ☎ ４２－５６１５
　

平
成
27
年
７
月
よ
り
、「
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
（
※
１
）」
の
対
象
と
な

る
疾
病
（
難
病
等
）
が
、
１
５
１
か
ら

３
３
２
へ
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、障
害
者
手
帳（
※

２
）
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
で
も
、
必

要
と
認
め
ら
れ
た
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
（
※
１
）」
の
支
援
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

■
必
要
な
手
続
き

①
対
象
疾
病
（
難
病
等
）
に
罹
患

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
書
類
（
特

定
疾
患
医
療
受
給
者
証
な
ど
）
を

添
付
し
、
社
会
福
祉
課
で
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

②
障
害
支
援
区
分
の
認
定
や
支
給

決
定
な
ど
の
後
、
必
要
と
認
め
ら

れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
疾
病
（
Ｈ
Ｐ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
すhttp://w

w
w

.

akitakata.jp/ja/shisei/section/

syakaihukusi/e175/

）、
詳
し
い
手

続
き
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
社
会
福

祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
１　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
相

談
支
援
・
補
装
具
及
び
地
域
生
活

支
援
事
業
［
障
害
児
（
18
歳
未
満
）

は
、
障
害
児
通
所
支
援
、
及
び
障

害
児
入
所
支
援
を
含
む
］

※
２　

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

ご存知ですか？児童扶養手当
子育て支援課 ☎ ４７－１２８３

■
対
象
児
童

　

所
定
の
診
断
書
ま
た
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
・
療
育
手
帳
の
判
定
に
よ
り
、

手
当
の
級
で
１
級
・
２
級
の
判
定
を
受

け
た
障
害
を
有
す
る
児
童
。

　

満
20
歳
を
迎
え
る
誕
生
日
の
前
日
ま

で
が
支
給
対
象
。

■
支
給
額

　

手
当
級　

１
級
＝
５
万
１
千
百
円

　

手
当
級　

２
級
＝
３
万
４
千
３
十
円

　

い
ず
れ
も
対
象
児
童
一
人
当
た
り
の

月
額
単
価
で
す
。

　

世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
は
、
全

額
支
給
停
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
そ
の
他

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
現
在
受
給
中

の
方
は
、
毎
年
８
月
が
所
得
状
況
届
の

提
出
時
期
と
な
り
ま
す
。

　

書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
９
月
10
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
期
日
が

過
ぎ
ま
す
と
、
11
月
期
の
手
当
の
支
払

い
が
間
に
合
わ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

お役立てください　特別児童扶養手当
子育て支援課 ☎ ４７－１２８３

　
障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
・
養
育
す

る
保
護
者
が
請
求
で
き
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
資
料
等

必
要
な
も
の
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

①
手
当
の
入
金
を
希
望
す
る
金
融

機
関
口
座
の
通
帳

②
請
求
者
の
認
め
印

③
障
害
の
種
別
ご
と
に
定
め
ら
れ

た
診
断
書
（
左
記
の
手
帳
の
等
級

に
よ
り
、
省
略
で
き
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）

④
身
体
障
害
者
手
帳･

療
育
手
帳

（
対
象
児
童
が
所
持
す
る
場
合
は
ご

持
参
く
だ
さ
い
）

⑤
本
年
の
１
月
１
日
以
降
に
転
入
さ

れ
た
方
は
前
住
所
地
の
所
得
証
明
書

⑥
戸
籍
謄
本
・
世
帯
全
員
の
住
民
票

※
申
請
の
受
付
・
相
談
は
、
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

世
帯
の
状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
資

料
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
上
記

の
連
絡
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

次
の
対
象
児
童
の
説
明
で
、
条
件
に

該
当
す
る
児
童
を
養
育
す
る
世
帯
の
生

計
中
心
者
。

　
母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
、

又
は
事
情
に
よ
り
父
母
に
養
育
さ
れ
て

い
な
い
児
童
を
養
育
す
る
方
が
請
求
で

き
ま
す
。

■
母
子
・
父
子
家
庭
と
は

　

離
婚･
行
方
不
明･

拘
禁･

死
別
等

の
事
情
で
、
単
身
の
保
護
者
（
親
以
外

の
祖
父
母
等
親
族
を
含
む
）
等
が
児
童

を
養
育
す
る
世
帯
を
示
し
ま
す
。

（
Ｄ
Ｖ
被
害
等
の
避
難･
別
居
含
む
）

条
件
に
よ
り
、
次
の
方
も
対
象
で
す
。

①
児
童
を
養
育
す
る
世
帯
で
、
配

偶
者
や
本
人
に
年
金
等
が
支
給
さ

れ
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
場
合

②
児
童
を
養
育
す
る
世
帯
で
、
配

偶
者
の
死
亡
等
に
よ
る
遺
族
年
金

の
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合

■
申
請
に
必
要
な
資
料
等

基
本
的
な
も
の
は
つ
ぎ
に
な
り
ま
す
。

①
手
当
入
金
を
希
望
さ
れ
る
金
融

機
関
口
座
の
通
帳

②
年
金
手
帳

（
年
金
受
給
者
の
方
は
証
書
等
）

③
請
求
者
の
認
め
印

④
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳

　
（
所
持
さ
れ
て
い
る
方
の
み
）

⑤
本
年
１
月
１
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
は
前
住
所
地
の
所
得
証
明
書

⑥
市
外
本
籍
地
の
方
は
戸
籍
謄
本

※
ご
相
談
等
は
随
時
お
受
け
し
ま

す
。
世
帯
状
況
に
よ
り
、
必
要
な

資
料
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
予
め

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
・

父
母
か
ら
養
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
児
童
を
養
育
す
る
方
で
、
そ
の
児

童
と
同
居
し
、
生
計
を
共
に
す
る
方
。

■
対
象
児
童

　

満
18
歳
を
迎
え
た
後
の
、
最
初
の
年

度
（
３
月
）
末
ま
で
が
支
給
対
象
。

■
支
給
額

一
世
帯
（
保
護
者
１
人
＋
児
童
１
人
）

当
り
の
基
準
月
額 
＝ 
４
万
２
千
円

※
所
得
の
状
況
で
減
額
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

児
童
２
人
目
の
加
算
額 

＝ 

５
千
円

児
童
３
人
以
降
一
人
当
た
り
の
加
算
額 

＝ 

３
千
円

■
そ
の
他

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方
へ
。
毎

年
８
月
が
現
況
届
の
提
出
時
期
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で

８
月
31
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、
す

べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と

罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お

い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
地
域
社
会
を
築
く
た
め
、
法
務
省
の

呼
び
か
け
に
よ
り
毎
年
7
月
を
強
調
月

間
と
し
て
全
国
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
運
動
を
推
進
す
る
た
め
に
、
7

月
2
日
（
木
）、
安
芸
高
田
地
区
保
護
司

会
か
ら
浜
田
市
長
に
、
内
閣
総
理
大
臣
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
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